
社会保障審議会介護保険部会（第３１回）議事次第 

 

 

平成２２年９月６日（月） 

１６：００～１９：００ 

於 ： 灘 尾 ホ ー ル 

 

                           

 

議 題 

 

  

１．給付と負担の在り方について 

 



31

22 9 6





2

50 25 12.5 12.5

50 20 30

40

50 50

65
2,838

40 65
4,240

20 17.5



3

5
20

12.5

12.5
30

20

H21 H23

15 17.5

50 50



4

65

5

4,160
200

435 16

65
900 33

200
614 22

1.5

80
294 11

1.25

1

80
441 16

0.75

0.5
80

4

19



5

40 65

30 ÷



20%

12.5%

12.5%
30%

20%

5%

75

5%

6
22 3,652



7



8



9

37,200

24,600
24,600

80
15,000

15,000

15,000 15,000

×

15,000 15,000
15,000

20 1,047 19 970 18 898



75 70 74 70

70
70 67 67 126

56 62 67

31 31
34

80 19 19

70 74 70 70 74
70

23 56
31

10

20



80
80

11

3.5 3.5

1

5

2.5 2.5

1 1 1

3.2 3 2.2

21.2

4.2

20
2,397 452 1,944

1,198 488 710



1.5 1.5 2.46 2.8 1.5 1.5 2.46 2.81 1.2
2

4.2

1 1.2
2

4.2
2.5 2.5

5

6

1
1

15 5.2

9.46

13

2.5
3.7

5.46

8

~
~

12



13

1.5 2.46 2.82 1.5 2.46 2.82 1.5 2.46 2.82
3.56 3.56 3.56

3.78 3.78 3.78
3.09 3.09 3.09

4.27 4.27 4.27 7.67 7.67 7.67

1.72 1.72 1.72

1.45 1.45 1.45
1.57 1.57 1.57

0.85 0.85 0.85

~ ~ ~

~ GH
H21.10

GH

10.8
11.7

12.1 14.5
15.5

15.8

7.2
8.1

8.5

28



352,881

452,825

668,624

752,001

681,842

562,129

449,743
124,044 271,140

829,855

1,278,729

1,679,824

1,740,691

1,637,706

2.9 5.0 
10.3 

14.2 
20.5 

25.8 
30.3 

0

10

20

30

40

21 21

29

14



69.3 =1.00

288.6 =1.00

2,767 =1.00

58,957 =1.00

1.11

1.17
1.20

1.00 1.01
1.04

1.09

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.26

1.37

1.44

1.00
1.04

1.08

1.16

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

29

15



8.5
20.2 28.7

39.9
56.4

70.5

16

28.3
33.4

37.4

35
27.2

75.5

51.6
37.9

22.7
8.6 2.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%
100

2.5 4.4
10.1

17.8

26.1

2.7
3.9

6.2

7.4

6.9

6.4
6.4

5.4

2.8

0.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2 3 4

22 4

21.2
29.8

46.5
63.7

76.9
23.3

26.7

28.6

26.3

20.4

55.5

43.5

24.9
10

2.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
100

22

0.4
1.8 4.2

8.2
14.6

21.6

0.8
2.5

4.9

7.7

9

8.3

3.9
4.5

5.5

4.6

2.2

0.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2 3 4

1

29

16



181.8 293.1
529.3

794.7

1142
474.2

516.5

519.5

404.2

283.7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2 3 4

22 4

27.7
36.2

50.5
66.3

80.1

72.3
63.8

49.5
33.7

19.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100
22 4

49.2 175.8 355.4
581.2

850
1195.3

454
581.5

687.6
692

558.2

418.4

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

2 3 4

9.8 23.2 34.1 45.6 60.4 74.1
90.2 76.8 65.9 54.4 39.6 25.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%
100

29

17



18

22 705 22 1,304



5



20

3.6
4.6 5.2 5.7 6.2 6.4 6.4 6.7 6.9 7.7 7.9

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

12 20 21 3.0 22

1 
12 14

2 
15 17

3 
18 20

4
21 23

2,911 3,293
+13%

4,090
+24

4,160
+1.7

65



21

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 

1 22 1
22 1



22H21~H23 H24~H26

H20

4,500

4,160

5,000



20

21

21
22

631 443 79

H21.4 H22.4 H23.4 H24.4

(

H20

23



24

21

10 10

3,975
923 22 5



16 21

3,011

200

225

100

100

UP 150

60

*
*

*
100

29
30

25



H20 H21 H22 H23 16

H24 800 26

5.9 
6.2 

6.4 

7.0 
7.3 

7.6 

8.2 
8.5 

8.9 

5.9 
6.2 

6.4 

7.0 
7.3 

7.6 
8.0 

8.3 
8.7 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
5 5



27

16,654

10,738

9,131

21,913

14,609

50

50

22
73,044

H21

1,600

H20

385

4,404
480

58.1%

56.7%



5

6 22

28





30

1 2
80

3
80

4 5
200

6
200

687,098 4,544,572 3,127,933 9,095,910 6,381,316 4,470,024

2.43 16.05 11.05 32.13 22.54 15.79

1 28,306,853 20



0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

40-49 50-59 60-69 65-

H21
H20
H19
H18
H17

31H17 109 H18 109 H19 132
H20 111 H2 111

65



32
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100 100 500 500 1000
1000 2000 2000 3000 3000

12.5 14.2 1.7
3,000
9.3 12.4 3.1



33

0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

0.38 

16
11



34
40 64

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%





36

40

40 64

19 5 21



37

181



38

~

80 155
211

320



39

2,900 1



H22.4.26
H22.6 1000 H22.3.31

H22.7

25

1000 H22.3.31
H22.6

H22.6.28
2

40



41

H22.7.26

H22.3.11

H22.4



1 2

42



関西学院大学大学院経済学研究科・
人間福祉学部教授 小西砂千夫



 介護保険制度は、国民健康保険制度とは異なり、全国

一律の制度として発足する際に保険財政の制度設計で

一定の配慮（保険財政安定化の仕組み、保険料の源泉

徴収など）がなされたこともあって、現時点では、介

護保険財政が赤字に転落する団体はごく例外的である

など、保険制度としての健全性は保たれている。

 その反面で、介護サービスの対象者やサービス内容の

拡充は、ほぼ自動的に介護保険料の引き上げにつなが

る。社会保障国民会議の推計によると、介護費用は、

2010年度の7.9兆円から2025年度には現状維持ケース

で19兆円、在宅充実ケースで23兆円と見込まれている

ことから、保険料負担者数の増大を考慮しても、保険

料は２倍以上にはなるとみられる。それに対処するた

めに、中長期的な保険財政運営のための考え方を整理

しておく必要がある。

 「強い社会保障」の実現のうえで、①保険料の引き上

げを容認する、②2号保険者の年齢を下げるなどの方

策で適用範囲を広げる、③公費投入の割合を引き上げ

る、④介護保険事業の対象サービスを限定するなどの

選択が考えられる。このうち、介護保険財政安定の観

点では、中長期的には①と③の組み合わせを中心に検

討すべきである。

 介護サービスは、社会保障サービスにおける「現物給

付」の中心的な存在である。社会サービスの提供に当

たって、現金給付を国が受け持ち、現物給付を地方が

受け持つという考え方に沿えば、公費投入の割合を引

き上げる場合には、国の負担だけでなく、安定的な財

源確保を条件に地方の負担割合を高めることが考えら

れる。その際の安定財源としては、地方消費税の拡充

で対応することが望ましい。消費税が持つ負担の逆進

性は、現物での社会保障サービスの給付と組み合わせ

ることで、受益と負担のネットベースでは大きく緩和

され、税負担増への納得が得やすいという側面がある。

 国民健康保険ほどではないが、自治体間での保険料の

格差はけっして小さくない（保険者間比較で最大2.5倍
程度の格差)。それを緩和するには、国民健康保険が都

道府県単位化を進めているのと同様に、広域連合によ

る取り組みなど、一層の広域化を進めることが有効で

ある。

 「新成長戦略」にしたがって、介護サービスを経済成

長を牽引する分野ととらえ、そこで雇用の拡充を大幅

に図っていく場合に、専門性をもった介護従事者を中

心に、その処遇を段階的に引き上げていくことが重要

であり、介護保険の見直しの際に、その点について格

段の配慮が必要である。平成20年度の第2次補正予算

の「介護従事者処遇改善臨時特例交付金」や、21年度

補正予算の「介護職員処遇改善等対策費」はあくまで

単発の措置であり、恒久策とはいえない。



負担の在り方について 

 
平成 22 年 9 月 6 日 

社会保障審議会介護保険部会 
委員 齊 藤 秀 樹  

（全国老人クラブ連合会） 
●負担の在り方について 

①公費の５０％負担について 

  ・保険料負担の急激な増加を避け、制度を 安定的に下支えするためには、50％ 
を超える恒常的な公費負担の導入が必要ではないか。 

  ・現状でも人材確保、処遇改善等の雇用対策として公費導入が図られており、 
5％～10％程度の負担増が必要ではないか。 

 
②保険料について 

 ・介護保険制度は低所得者に重い保険料負担になっている。医療保険（国保・ 
後期高齢者医療制度）と同じく、低所得者の保険料軽減策として公費を入 
れるべきではないか。 

  
③利用料について 

  ・区分支給限度額の概ね５０～５５％のサービス利用実態は、利用料１割負 
担の影響があるものと考えられる。利用料の負担増は、利用抑制が過度に 
働き、制度目的である「介護の社会化」に逆行するのではないか。 

 ・軽度者への２割負担導入は、重度化への進行を予防する観点から得策では 
ないと考える。 

 ・また低所得者の利用料についても軽減策を講じるべきではないか。 
 
 ④負担の限界、給付の限界（社会保険方式においては） 

 ・現在、医療保険(5,275 円)、介護保険(4,160 円)の保険料月額平均は 9,435 
円である。この金額は保険料の上昇を抑えるため余剰金や積立金の取り崩 
しで対応した結果であり、すでに平均月額は 10,000 円を超えるレベルに達 
している。応能負担の限界を見極める段階にあるのではないか。 

 ・また、「負担と給付」の関係は広く国民的な合意を要することであるので、 
  とくに保険者には、介護保険事業計画の作成プロセス等の現状に即し、認 

識を共有できるよう説明・理解啓発に努めていただきたい。 
 























2010 年 9 月 6 日 
社会保障審議会介護保険部会 

淑徳大学准教授 
結城 康博 

 
給付と負担の在り方について 

 
 このことについて本審議会において意見を申しあげたい。 
 
１．負担の在り方 
①介護保険における公費負担割合  

第 4 期介護保険制度では、実質、公費の割合が 50％を超えている。ゆえに今後の財源構

成を公費 50％以上とし、保険料の割合を 40％台に改めるべきである。 
なお、現行のように①公費 50％、②保険料 50％、③時限的公費数％（主に介護従事者処

遇改善交付金など）といった財源構成は、制度の持続・安定といった側面からは適してお

らず、既述の公費 50％以上といった制度改正が不可能であれば、規定どおり公費 50％、保

険料 50％といった財源構成に戻して保険料の大幅な引き上げもいたしかたない。 
②利用者自己負担 1 割の堅持 
 現行どおり介護給付サービスの利用者自己負担 1 割は堅持すべきであり、予防給付サー

ビスを 2 割とする措置は講じるべきではない。なぜならば段階的に介護報酬がプラス改定

になれば、おのずと利用者自己負担も引き上がってしまうため、利用者自己負担 1 割は堅

持すべきである。 
なお、将来、介護報酬が段階的に引き上がってしまうと、低所得者に対しては利用者自

己負担 1 割以下といった措置も考えていかなければならない。例えば、現行の「社会福祉

法人による生計困難者に対する利用者負担軽減事業」を改善・拡充していくことも考え

られる（対象事業所を社会福祉法人に限定しない、財源フレームの見直しなど）。 
③第一号被保険者の保険料算定 
 今後、第一号被保険者の保険料算定にあたっては、収入ベースのみではなく資産等も考

慮できるか否かの議論をしていくべきではないか（補足給付も同様）。 
④被保険者の範囲拡大について 
 被保険者の範囲拡大についての議論は（40 歳未満）、給付といった視点が重要であるため

障害者福祉の動向を考えると現状では難しいと考える。 
 
２．給付と負担のバランス 
 介護保険制度は、被保険者であってもサービスを利用する割合が高いとはいえない（医

療保険制度と違い）。そのため、今後、地域支援事業などを活用して要介護認定者に限らず、

何らかの介護関連サービスを利用できる仕組みを講じないと、被保険者による保険料徴収

の理解が難しくなると考えられる。具体的には 40 歳以上でも利用できるサービスを拡充し

ていくべきであろう。 
以上 



２０１０年９月６日 
 

吉 田 昌 哉  
（日本労働組合総連合会生活福祉局次長） 

 

給付と負担の在り方について 

 
 高齢化による自然増に加え重度化等で介護ニーズの高まりが見込まれる中、給付の

削減は、要介護者、要支援者、そして介護者の暮らしを不安に陥れることにつながり、

非現実的である。したがって、給付増に対応した財源を確保することが急務である。

しかし、現下の社会経済的状況から保険料や利用者負担を引き上げることも極めて厳

しい。 
本来であれば、介護保険制度の普遍化の議論をすべきであると考えるが、今次の改

正に向けて十分な議論を行うことは難しいと思われる。被保険者・受給者の範囲につ

いては、介護保険制度創設以来の大きな課題であり、平成１７年改正介護保険法附則

に検討規定が明記されていながらも、結論が先送りされており、引き続きの検討課題

とすることを銘記されたい。 
 
１．現行介護保険制度の問題点 
○ 介護は、高齢者特有のニーズではなく、疾病や交通事故などによる後遺症でも

必要となるものであり、本来は年齢や事由を問うものではない。６５歳という年

齢で区切ることに合理性はなく、何歳で区切っても同じ問題が生じる。 

○ ４０歳から６４歳までの第２号被保険者は、障害者、難病患者を含めて保険料

を払っているにもかかわらず、１６特定疾病に該当しなければ給付を受けること

ができない。これは、負担と給付、被保険者と受給（権）者が明確に対応してい

るという社会保険の原則に反している。 

○ 難病患者等の若年要介護者で、介護保険と障害福祉のどちらのサービスをも受

けられない、いわゆる「制度の谷間」に陥っている人が実際に存在している。 
 
２．普遍化に向けた連合の考え方 
○ 受給者範囲は「介護を必要とするすべての人」、被保険者は「医療保険加入者」

とし普遍的な制度をめざすべきである。 

○ 政府においては、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国（厚生労働省）

との基本合意に基づき、内閣府の「障がい者制度改革推進会議」において障害当

事者の参画により障害者自立支援法廃止後の新たな総合的な福祉法制の在り方

の検討が行われている。 
そのため、当面は、１６特定疾病以外の要介護者を含め障害福祉法制の対象外

となるすべての要介護者を給付対象とすべきである。 
以上 




